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0 ．序
フランツ・リスト Franz Liszt（1811-1886）は多岐にわたる膨大な数の作品を残しており、中でも

生涯にわたって継続的に書かれたピアノ作品は、初期から晩年にかけてその作曲技法が大きく変化し
ている。そしてそこに見られる和声語法は多様化している。

本論で取り上げる《コンソレーション》第 2 稿 LW-A111b／SH172 第 1 番は25小節の短い楽曲では
あるが、そこには注目すべき和声語法が見られる。それは「限定進行音の自由な進行」と、Ⅴに対す
る倚和音Ⅰ²がⅤへと解決しないことである１。特に後者のⅤへと解決しない倚和音Ⅰ²を、筆者は「無
解決倚和音」２と呼ぶ。リストの中期にあたるヴァイマール時代（1848-1861年）に作曲された作品であ
るが、これらの和声語法は晩年作品にも通じるものであると言える。そこで本論では《コンソレーシ
ョン》第 2 稿 LW-A111b／SH172 第 1 番の詳細な和声分析を行うとともに、晩年作品の和声語法の解
明の手掛かりとするべく、上記した和声語法を検証することを目的とする。
《コンソレーション Consolations》は全 6 曲から成る楽曲であり、 2 つの稿が現存している。初稿

は、正確な作曲年は分からないものの、おそらくその多くは1848-1849年に書かれたとされている
（Kaczmarczyk 2014, XXXIV）３。この初稿の楽譜は1849年 9 月にライプツィヒのBreitkopf&Härtel社
に送付され、11月12日には初稿の再校が返送されている。しかしリストは次の数週間で大幅な修正を
行っており、Breitkopf&Härtel社に宛てた12月14日付けの手紙の中でこのことを報告し、謝罪してい
る４。その際に、第 3 曲が現在広く知られるものに差し替えられた。この大幅な修正が行われたもの
が第 2 稿であり、これは翌年1850年の夏にBreitkopf&Härtel社から出版されている。

以上のことから《コンソレーション》の 2 つの稿の隔たりは、1848-1849年に作曲された第 1 , 2 , 
4 , 6 曲に関しては、少なくとも 2 年足らずであることが分かる。それにも拘わらずそこには和声語
法の差異が見られ、これは「無解決倚和音」について論じる上で重要な手掛かりと成り得る。そこで
本論後半では、初稿との部分的な比較を踏まえて、「無解決倚和音」について検証していきたい。

キーワード：フランツ・リスト、和声語法、《コンソレーション》、「無解決倚和音」
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0-1．分析にあたって

本論では、岸本（2021）と同様、島岡譲（1926-2021）の和声理論（以下、島岡理論と表記）を用い
て、用語及び記号表記に関しては『総合和声―実技・分析・原理―』（島岡 1998）に準拠する。島岡理
論で注目すべきは、「ゆれ」と「翳り・陽転」という 2 つの原理を導入したことにある。島岡は「ゆ
れ」の原理を「音楽の最も根源的な力性原理を形作る」（同前, 492）ものとしており、構成音が「ゆれ」
動くことを「転位」５、この「構成音のゆれ」によって偶然的に成立する和音のことを「偶成和音」６と
呼ぶ。「偶成和音」は、「原和音」の下に記した｜｜の中に表記する（同前, 229）。一方「翳り・陽転」
とは、同主調同士を「明暗の対比」が生じる「同じ調」と捉え、その明暗の変化を指すものである（同
前, 267）。この原理は音楽の「色彩変化」（同前, 469）を理解する手掛かりになるだけではなく、これ
によって主調内部の調関係を拡大し捉えることが可能となる。なお、本論文においても筆者が以前定
義した「陰翳」（岸本 2021）を用いることとする７。なお、本論で常用する和音機能は以降、「T（トニ
ック）」機能、「D（ドミナント）」機能、「S（サブドミナント）」機能、「D₂（第 2 ドミナント）」機能

（島岡 1998, 47）と略記する。
本論では詳細な和声分析を経て、最終的に「力性グラフ」（島岡 1998, 389-390）及び「分割譜」によ

って「楽曲の和声構造」を示す。これらの手順を踏むことで、Alan Forteがリスト研究において掲げ
る、「特定の簡単に認識できるものの識別に専念」されており、「構造段階の概念や大規模な線的進行
による表現を一般的に軽視しているように見える」（Forte 1987, 211）という問題点を解決し、楽曲の
細部から全体構造まで俯瞰することができるだろう。

1．《コンソレーション》第 2 稿 LW-A111b／SH172 第 1 番の和声分析及び和声構造
1-1．和声分析

本楽曲は、「声部様式」（島岡 1998, 256）で書かれた部分A（第 1 - 8 小節）及び部分A’（第17小節ア
ウフタクト-第25小節）と、「非声部様式」（同前, 256）で書かれた部分B（第 9 小節アウフタクト-第16
小節）の、大きく 2 つの部分で構成された 3 部形式の楽曲である。部分A及び部分A’は、コラール風
の 4 小節間の楽句（要素 a 及び要素 a’、要素 a”、要素 a’’’）から成り（【譜例 1 】及び【譜例 3 】参
照）、中間部である部分Bは、音価の長い倚音が特徴的な 4 小節間の楽句（要素 b 及び要素 b’）で構成
されている（【譜例 2 】参照）。

1-1-1．第1-8小節　部分A

曲は主調 E-DurのⅠで始まり、第 1 小節 4 拍目ではこの和音が配置変化される。この第 1 - 3 小節
には第ｖ音（H音）が内声に保続されており、これによって第 2 小節 2 拍目では複雑な和音が生成さ
れる。この和音は第 3 小節 3 拍目で再びE-Dur Ⅰ¹へと進行するが、どのように捉えるべきだろうか。

第 2 小節 2 拍目-第 3 小節 2 拍目にかけて生じるこの和音はⅤ諸和音のように感じられるが、導音 
Dis音が欠如しているために、大きく 2 つの解釈を孕んでいると言えるだろう。 1 つはE-Dur 第ｖ音
が内声保続されたⅣ+₆としての解釈、そしてもう 1 つはE-Dur 第ｖ音が内声保続された｜Ⅱ₇｜→ 3

9

（導音欠如）という解釈である８。これらは後続和音（E-Dur Ⅰ¹）への進行を鑑みると、前者はS進
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行、後者はD進行と捉えることができる。
ここでまず低音進行に着目してみたい。すると第 3 小節 3 拍目でE-Dur Ⅰ¹へと和音交替する際に、

第 2 小節 4 拍目で生じたA音がGis音へと進行していることが分かる。この低音の 2 度下行進行は、前
述したE-Dur Ⅳ+₆→Ⅰ¹とE-Dur 3

9（導音欠如）→Ⅰ¹のどちらの解釈にも該当するものである９。特
に後者の進行は低音に置かれた第 7 音の 2 度下行限定進行と一致していることが分かる。

これらを踏まえた上で、上声部も交えて第 2 小節 2 拍目から検討すると、いずれの進行にも不可解
な点があることに気づく。まず前者のS進行においては、E-Dur Ⅳ+₆がⅠ¹へと進行する際に、第 6 音 
Fis音がGis音へと進行していないことが挙げられる10。Ⅳ+₆の第 6 音は 2 度上行限定進行音である。に
もかかわらず第 2 小節 4 拍目からソプラノ声部に現れるFis音は 2 度上行せず、第 3 小節 3 拍目でE音
へと進行しているのである11。つまり付加第 6 音が自由な進行をしていることが分かる。

続いて後者のD進行を見てみたい。Ⅱ₇の連結において第 7 音は、予備と解決を必要とし、解決の際
に 2 度下行限定進行によって導音へと解決する。本楽曲の第 2 小節 2 拍目に見られる倚和音 E-Dur  
Ⅱ₇においても第 7 音 E音は予備され、第 2 小節 4 拍目でE-Dur 3

9（導音欠如）へと続く。しかし導
音 Dis音が欠如しているために、Ⅱ₇の第 7 音 E音は導音 Dis音へと解決することはない。だが第 2 小
節 4 拍目でE-Dur 3

9（導音欠如）へと進行すると考えるならば、予備された第 7 音 E音によって、こ
こに内在したDis音を感じることができるだろう12。

しかし注目すべきは、E-Dur 3
9（導音欠如）がⅠ¹へと解決する際の第 9 音 Cis音の行方である。 

₉の第 9 音は 2 度下行限定進行音である。そのため第 3 小節 2 拍目に生じる第 9 音 Cis音は、E-Dur 
Ⅰ¹へと進行する際に、H音へと解決するはずである。しかしここではその限定進行に反して、E音へ
と上行している。つまり限定進行音が 2 度下行せずに、自由な進行をしているのである。

このように、導音が欠如していること、そしていずれの解釈でも限定進行音が自由な進行をするこ
とから、この部分ではS進行とD進行のどちらの表情も内包した両義的な進行になっていることが分か
る。つまり、D進行による「単純な往↔還（緊張↔弛緩）」（島岡 1998, 497）だけではなく、S進行によ
る「浮遊」（同前, 499）感も兼ね備えた進行であると言えるだろう13。その後要素 a は、陰翳和音E-Dur 
Ⅵ1

7（第 3 小節 4 拍目）を経て、第 4 小節では ₉→Ⅴ₇と進行することで、明確な半終止が示される。
続く第 5 小節からは要素 a の変奏が示される（要素 a’）。しかし、この直前のE-DurのⅤ₇に注目す

ると、 2 度下行限定進行音である第 7 音（第 4 小節 3 拍目のテノール声部のA音、第 4 拍目ソプラノ
声部のA音）は下行することなくH音へと上行していることが分かる。前者のテノール声部に見られ
る第 7 音 A音は、第 4 拍目でソプラノ声部に「限定進行音の置きかえ」（島岡 1967, 76）が成されたと
捉えることができる。しかしこの置きかえられたソプラノ声部のA音に関しては、限定進行音が自由
な進行となっていると言えるだろう。

要素 a と同様、この要素 a’も第 7 小節 3 拍目まで両義的な和声進行になっている。しかし第 7 小節
4 拍目でE-Durの第ｖ音内声保続は途絶え、ここで進行したE-Dur 3

9（導 7 の和音）の単純転義（E-Dur 
3
9=gis-Moll Ⅱ2

7）によって 調 gis-Mollへと転調し、このgis-MollのD₂和音（Ⅱ2
7）が第 8 小節でⅤ₇、

つまりD機能へと進行することで半終止する。これによって主調 E-Durの半終止が示された第 4 小節
とは対照的に、「陰翳」調 gis-Mollの半終止によって「翳り」の表情がもたらされる。さらにこの時、
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第 4 小節と同様、ソプラノ声部に見られるⅤ₇の第 7 音 Cis音（ 2 度下行限定進行音）が自由な進行に
なっていることにも注目しておきたい14。

1-1-2．第 9 小節アウフタクト-第16小節　部分B

　先述した通り、第 9 小節アウフタクトから現れる部分Bは本楽曲における中間部であり、要素 b 及
び要素 b’を用いた「陰翳」調と「翳り」調への移調反復によって、「翳り」の表情を伴う部分である。
要素 b（第 9 小節アウフタクト-第12小節）には、低音に第 8 小節のgis-Moll半終止から続く第ｖ音 Dis
音が内在しており、このgis-Moll 第ｖ音保続低音上でⅠ→Ⅵ→Ⅴ₇という進行が 2 回繰り返され、それ
ぞれ半終止する。これらの半終止（第10小節及び第12小節）においても、ソプラノ声部に見られるgis-
Moll Ⅴ₇の第 7 音 Cis音が限定進行音に反して上行していることも押さえておきたい。
　第12小節ではgis-Mollの半終止によってT機能への解決が期待される。しかしこれは達成されること
なく異名同音的転義（gis-Moll Ⅴ₇=G-Dur ◦ 2

9）されることで◦ 調 G-Durへと転調し、要素 b’（第
13小節アウフタクト-第16小節）が続く。この転義されたG-Dur ◦ 2

9はG-DurのD₂和音である。さら
に、この和音の最低音Dis音は、下方変位された第 5 音（異名同音Es音）である。そのため 2 度下行
限定進行（Dis音（異名同音Es音）→D音）によって、後続和音にはG-Dur ⅤというD和音が基本位置
で置かれることが想定される。このことから第13小節 1 拍目には、保続低音として架空のD音が生じ
ていると言える。そしてこの保続低音は、続く第13小節 2 拍目及び第14小節 3 拍目、第15小節 2 拍目
の低音のD音によって確定するのである。この第13-14小節でも、第 9 -10小節と同様、第ｖ音保続低
音上でⅠ→Ⅵ→Ⅴ₇と進行し半終止する。しかし続く第15-16小節では、第16小節 3 拍目以降G-Dur Ⅴ₇
へと進まず、G-Dur Ⅳ¹→Ⅱ1

7へと進行する。これによって第16小節 3 拍目の低音にD音が示されず、
内在していた保続低音 D音がいつの間にか消滅することとなる。第15小節に遡ってみると、3 拍目ま
で続いた第ｖ音保続低音は、G-Dur Ⅰ1への配置変化を機に断たれていることが分かる。
　その後、【譜例 2 】に示した通り、第16小節のいずれかで単純転義することで、主調 E-Durへと戻
る15。そして第16小節 4 拍目のE-Dur ◦Ⅳ1

7は、旋律の半音階的進行によって 4 拍目弱拍で◦ 2
9という

【譜例 1 】部分A　第1-8小節
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D₂和音を経過し、第17小節からは部分A’が示される。
　そしてここで注目すべき和声語法が生じる。それは、部分A’がE-Dur Ⅰ基本位置ではなく、Ⅰ²で再
現された後、そのままⅠ¹へと進行していることである。最初にも述べた通り、Ⅰ²は本来、Ⅴに対す
る倚和音として用いられ、後続のⅤと共にD機能を成す和音である。しかし第17小節に見られるE-Dur 
Ⅰ²は、Ⅴへと解決することなく、T機能を成すⅠ¹へと進行している。つまり、この倚和音 E-Dur  
Ⅰ²は、Ⅴへと解決しない倚和音、すなわち「無解決倚和音」であり、Ⅰ²単独でD機能を成していると
言える16。Pützは一方で、このE-Dur Ⅰ²に意図される機能を「E-Durのトニック」とし、「ドミナント
への進行、及びドミナントからトニックへの進行は省略され、ドミナントと誤解される4-6の掛留は、
第 2 転回でトニックとして機能する」と主張する（ibid., 153-154）17。しかし彼女の見解は、後続和音
との脈絡にのみ目が向けられており、機能を検討する上で重要な手掛かりとなる先行和音との脈絡に
ついて触れられていない。さらに、脚註17に示した通り、その裏付けは聞き手の感覚を基に行われて
いるように感じられることから、T機能と捉える根拠に乏しいと言える。機能的な観点から見ると、
E-Dur Ⅰ²の先行和音として◦ 2

9というD₂和音が置かれていることから、やはりここにはD機能が意
図されていると捉えるべきである。旋律の半音階的進行によって一時的に生じる和音であるが、機能
の決め手となる、決して見逃してはいけない進行であると言える。
 

1-1-3．第17小節アウフタクト-第25小節　部分A’

　先にも述べた通り、第17小節からは主調 E-Durで部分A’が示される。最初に示される要素 a”は、要
素 a’と同形の楽句であるものの、和声進行は要素 a とほぼ同様である。そのため、第17小節 1 拍目の
Ⅰ²がⅤへと解決することなくⅠ¹へ進行した後は、ここでも両義的な進行となっている。第20小節で
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は、従来の語法に倣って楽曲の終わりを演出するためであると言えるだろう。
　そして第24-25小節ではE-Dur ₉→Ⅴ₇→Ⅰというカデンツによって全終止が示され、曲が締めくく
られる。このカデンツでは、E-Dur ₉（D₂和音）の後続和音 Ⅴ₇（D機能）の上部に、倚和音として
Ⅳ₇というD₂和音が再度示されている21。島岡はD₂機能の役割は、「Dの前に置かれてDを呼び出し、D

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

に焦点を当てる
4 4 4 4 4 4 4

」（島岡 1998, 283）こと、さらに「T～Dの単純で切迫したゆれの緊張を和らげ、和声
の中に一種のゆとり

4 4 4

、あそび
4 4 4

、思い入れ
4 4 4 4

等の要素を招き入れること」（同前, 285）であると言及してい
る。D₂機能を示した後、D機能上に再度D₂和音を置くということは、これらの表情をさらに強調する
と同時に、D機能→T機能という終止感をより一層高める役割があると言えるだろう。

1-2．和声構造と考察

　以上の和声分析を踏まえて、「力性グラフ」及び「分割譜」に示したい（【図 1 】及び【譜例 4 】参
照）。
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「力性グラフ」及び「分割譜」からも明らかな通り、単純な 3 部形式の楽曲であることが分かる。ま
た不安定局面である部分Bには「陰翳」調である 調 gis-Moll、そして「翳り」調である◦ 調 G-Dur
が置かれており、これによって「不安定効果と明暗効果の双方を互いに強め合う上に効果的」である

「ゆれと翳りの結合」が行われている（島岡 1998, 278）。これも「しばしば見られる手法」（同前, 278）
と言える。

このように全体構造としてはごく一般的な楽曲であるが、注目すべきはより微視的な和声語法にあ
る。まず部分Bの移調反復では、上部和声としてT機能が示されるものの、内在された各調の第ｖ音保
続低音によって一貫したD機能が示されることで、明確なT機能の提示を避ける傾向にある。これは別
解釈として記した【譜例Fn2】のように、仮に微視的に捉えたとしても同様である。そこに示される
のは「無解決倚和音」として単独でD機能を示すⅠ²と、「中間的な安定性」（島岡 1998, 416）を示すⅠ¹
のみであり、「完全に安定・自足した低音位」（同前, 416）であるⅠ基本位置という明確なT機能が示さ
れることはないのである。さらに、この傾向は楽曲全体を通しても同様である。曲中で「完全に安定・
自足した低音位」であるⅠ基本位置が示されるのは、要素 a 各種の冒頭（第 1 小節・第 5 小節・第21
小節）と終止和音（第25小節）のみであり、その他は「中間的な安定性」を示すⅠ¹、そして部分A’が
現れる第17小節に至っては、先行和音にD₂和音が置かれていることから、あえてⅠ²を置いていること
が窺える。つまり、楽曲全体を通して明確なT機能の提示を避ける傾向にあることが分かる。

また、要素 a・要素 a’・要素 a”には、D進行とS進行両方の表情が内在した両義的な機能を持つ和声
進行が見られた。一方で要素 a”’では、第21小節 3 拍目のE-Dur 3

7によってS進行が明示された。つま
り前後の脈絡によって、その意味が変化することが分かる。

そしてこれらの各要素のフレーズ構造においては、要素 a 各種では、終止以外はほぼ一貫して弱拍
（ 2 拍目及び 4 拍目）に和音が置かれる一方で、終止部分では強拍及び中強拍（ 1 拍目及び 3 拍目）に
しっかりと和音が示されている。また要素 b 及び要素 b’では、要素 a 各種と同様、ほぼ一貫して弱拍

（ 2 拍目及び 4 拍目）に和音が置かれることに加え、2 小節毎に示される半終止でも弱拍（ 2 拍目）及
び中強拍（ 3 拍目）にのみ和音が示されることで、経過的な性格を示している。このように終止部分
の和声を明確に示すことでフレーズ感を明確にしつつも、和声リズムによってそれぞれの性格を演出
していることも注目に値するだろう。

さらに最も微視的な視点では、「限定進行音の自由な進行」が見られた。この自由な進行も、上述し
た両義的な機能を生じさせる所以の 1 つであると言える。このように細部にまで視点を当てること
で、様々なリストの和声語法が浮かび上がる。

2．「限定進行音の自由な進行」と「無解決倚和音」について
2-1．「限定進行音の自由な進行」について

そもそも「和音の形体」においては、「 3 和音」のみが「唯一の安定・自足した『協和的実体』（協和
和音）」であり23、 4 和音以上のものは「『基体としての 3 和音』（基礎和音形体）に何らかの転位音

4 4 4

が
『付加構成音』として組み込まれたもの」、つまり「付加和音形体」であると見なされる（島岡 1998, 
448）。このことから、「付加構成音」は「取り込まれた転位音（不協和音）の緊張と指向性」を含む、
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「解決を要する限定進行音」となるのである（同前, 448）。
しかし本論で取り上げた《コンソレーション》第 2 稿 LW-A111b／SH172 第 1 番では、限定進行音

として生じるはずの「付加構成音」が自由な進行をしていた。これはつまり「付加構成音」に、限定
進行という制約がなくなり、「和音構成音化」したことを意味するのではないだろうか。しかしここで
注意しておきたいのは、この「和音構成音化」という言葉は「基礎和音形体」化を意味するものでは
ないことである。なぜなら、「和音構成音化」された和音に至った瞬間には、「付加構成音」としての

「緊張と指向性」が感じられるためである。つまり「和音構成音化」は、その和音が「安定・自足し
た」和音となることを意味するのではなく、あくまで「付加構成音」としての「緊張と指向性」を孕
んだまま、進行が限定されなくなることで自由な進行をすることを意味しているのである。そのため、
後続和音への進行の際に、「付加構成音」が限定進行すればその緊張は解消され、限定進行しなければ
その緊張は解消されないままとなる。この「限定進行音の自由な進行」は《コンソレーション》第 1
番の初稿にも見られる。

2-2．「無解決倚和音」について

 脚註 2 で述べた通り、島岡は解決しない「全長倚音」（島岡 1998, 444）のことを「無解決倚音（全
長）」（同前, 460）と呼ぶ。そして「各種転位音が全長転位ないし解決省略の形で和音に組み込まれる
ことによって」「和音形体の拡充」が行われると言及している（同前, 459）。ここで述べられている「各
種転位音が全長転位ないし解決省略の形」で組み込まれた和音の中にも、転位音の種類によっては、
いわば「無解決倚和音」と見なし得るものが含まれているだろう。しかし本論では、「無解決倚和音」
として生じるⅠ²に限定して言及していきたい。

Ⅰ²、つまりⅠ6
4は本来、Ⅴの 4 - 6 掛留という倚和音として用い

られるため、Ⅴと一体でD機能と見なされる和音である（【譜例
5 】参照）。なぜなら和音の第 2 転回位置は「低音 3 度を欠如す
る」ことによって、「低音 4 度の不安定・非自立性（予備と解決
の必要）」が浮かび上がるためである。この「低音 4 度」とは、

「〔 2 つの安定音程である〕低音 3 度または低音 5 度のいずれかに
解決すべき不安定（転位）音程」である。このことからⅠ²は、

「全くの不安定・非自立とみなされ、原則として偶成的使用しか
許容されない」和音であると言える（島岡 1998, 416）。

Peter Rummenhöllerは 4 - 6 の和音、つまりⅠ²について以下のように述べている。

　ロマン派の和声の専門家はこの 4 - 6 の和音で転回型を想定するのではなく、この掛留が仮に
解決されなかったとしても、掛留の形成を想定する（19世紀にはよくあることである）

（Rummenhöller 1978, 12）

彼の言及から、Ⅰ²はたとえⅤへと解決されなくてもD機能を内包していることが分かる。しかしこ

【譜例 5 】Ⅴの倚和音としてのⅠ²
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448）。このことから、「付加構成音」は「取り込まれた転位音（不協和音）の緊張と指向性」を含む、

「解決を要する限定進行音」となるのである（同前, 448）。 
しかし本論で取り上げた《コンソレーション》第 2 稿 LW-A111b／SH172 第 1 番では、限定進行

音として生じるはずの「付加構成音」が自由な進行をしていた。これはつまり「付加構成音」に、限

定進行という制約がなくなり、「和音構成音化」したことを意味するのではないだろうか。しかしここ

で注意しておきたいのは、この「和音構成音化」という言葉は「基礎和音形体」化を意味するもので

はないことである。なぜなら、「和音構成音化」された和音に至った瞬間には、「付加構成音」として

の「緊張と指向性」が感じられるためである。つまり「和音構成音化」は、その和音が「安定・自足

した」和音となることを意味するのではなく、あくまで「付加構成音」としての「緊張と指向性」を

孕んだまま、進行が限定されなくなることで自由な進行をすることを意味しているのである。そのた

め、後続和音への進行の際に「付加構成音」が限定進行すればその緊張は解消され、限定進行しない

場合はその緊張は解消されないままとなる。この「限定進行音の自由な進行」は《コンソレーション》

第 1 番の初稿にも見られる。 
 
2-2．「無解決倚和音」について 
脚註 2 で述べた通り、島岡は解決しない「全長倚音」（島岡 1998, 444）のことを「無解決倚音（全

長）」（同前, 460）と呼ぶ。そして「各種転位音が全長転位ないし解決省略の形で和音に組み込まれる

ことによって」「和音形体の拡充」が行われると言及している（同前, 459）。ここで述べられている「各

種転位音が全長転位ないし解決省略の形」で組み込まれた和音の中にも、転位音の種類によってはい

わば「無解決倚和音」と見なし得るものが含まれているだろう。しかし本論では、「無解決倚和音」と

して生じるⅠ²に限定して言及していきたい。 
Ⅰ²、つまりⅠ4

6は本来、Ⅴの 4-6 掛留という倚和音として用

いられるため、Ⅴと一体で D 機能と見なされるものである（【譜

例 5】参照）。なぜなら和音の第 2 転回位置は「低音 3 度を欠如

する」ことによって、「低音 4 度の不安定・非自立性（予備と解

決の必要）」が浮かび上がるためである。この「低音 4 度」と

は、「〔2 つの安定音程である〕低音 3 度または低音 5 度のいず

れかに解決すべき不安定（転位）音程」である。このことから

Ⅰ²は、「全くの不安定・非自立とみなされ、原則として偶成的

使用しか許容されない」（島岡 1998, 416）和音であると言える。 
Peter Rummenhöller は 4-6 の和音、つまりⅠ²について以下のように述べている。 

 
ロマン派の和声の専門家はこの 4-6 の和音で転回型を想定するのではなく、この掛留が仮に解

決されなかったとしても、掛留の形成を想定する（19 世紀にはよくあることである）

（Rummenhöller 1978, 12） 
 

【譜例 5】Ⅴの倚和音としてのⅠ² 
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こで重要なことは、Ⅰ²はⅤに向けての「緊張と指向性」（島岡 1998, 448）を持っていることである。
この指向性によって、緊張感を維持したまま次の和音が想像できるならば、Ⅴを省略しても（Ⅴへと
解決しなくても）良いのでは、という考えに至るのはごく自然なことと言えるだろう。このようにし
て生まれた「無解決倚和音」Ⅰ²は、想像されるⅤへの解決によって単独でD機能を示すと共に、Ⅰ²と
いう和音そのものがⅤへ向けての「緊張と指向性」を持っていることが分かる。

このⅠ²の意図は《コンソレーション》第 1 番の初稿（LW-A111a-1／SH171a-1）との比較を通して、
より明らかとなるだろう（【譜例 3 】第 2 稿：第17小節及び【譜例 6 】初稿：第24小節参照）。作曲年
の隔たりはわずか数年であるものの、《コンソレーション》第 1 番の初稿の当該箇所（第24小節）には

「無解決倚和音」Ⅰ²は見られない。また、この他にもいくつかの違いが見られる。まず、初稿では解
決された和音であるE-Dur Ⅴ₇によってD機能が明示されることが挙げられる。初稿の第23小節1-2拍
目に見られるE-Dur 第ｖ音上の◦Ⅱ₇の和音も、Ⅰ²同様、Ⅴ₇に対する倚和音である。しかし初稿で
は、この倚和音が第23小節3-4拍目でⅤ₇へと解決していることが分かる。これによって部分Bの終わり
に半終止が明確に示され、E-Dur Ⅰ基本位置で始まる部分A’が導き出されている。一方第2稿では、
前述した通り、Ⅴの倚和音であるⅠ²は、Ⅴへと解決することなくⅠ¹へと進行する「無解決倚和音」で
ある。さらにその先行和音として、部分Bの終わりにはE-Dur ◦ 2

9というD₂機能が置かれている。つ
まり言語で言うならば、初稿では、文章における読点にあたる半終止とフレーズ構造が一致している
のに対して、第 2 稿では部分Bが文章の途中である上に、その後「無解決倚和音」によって読点が示
されていないことが分かる。このように和声の流れが続いた状態にある第2稿では、フレーズの終わり
を明確に感じることができる初稿にはない、長いフレーズを感じることができるだろう。第 2 稿の部
分A’冒頭に置かれた「無解決倚和音」Ⅰ²は、1 つのD機能と見なされることは既に述べた。しかし先
にも述べた通り、このⅠ²はそもそもⅤに対する指向性のある和音である。D機能を示しつつも指向性
が感じられることで、そこに推進力が生まれていると言えるだろう。そしてリストが第 2 稿のこの部
分にあえてⅠ²を置いたことは、Ⅰ²の直前にD機能を導き出すD₂和音を置いたという機能的な観点か
ら鑑みても明らかである。

このⅠ²単体でD機能を示す例は、《巡礼の年》第 1 年「スイス」LW-159／S160 第 6 曲〈オーベルマ
ンの谷〉（1850年頃改訂）の第 2 小節及び第 4 小節、《 2 つのポロネーズ》LW-A171／SH223第 2 番

（1850-1851年作曲）の第 3 小節 3 拍目-第 5 小節をはじめとする同時代の作品にも見られるようにな
る。また注目すべきは、前述したどちらの例でもⅠ²の先行和音としてD₂和音が置かれていることであ
る24。同様の例はそれ以降の作品にも見られる。
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3．終わりに
本論では「限定進行音の自由な進行」と「無解決倚和音」について言及してきた。両者は一見関連

のないことのようであるが共通点がある。それはどちらも「緊張と指向性」があることである。「限定
進行音の自由な進行」によって生じる「和音構成音化」は、後続和音との連結において「付加構成音」
の限定進行という制約がなくなり、その「緊張と指向性」は解消又は持続したままとなる。また「無
解決倚和音」として生じるⅠ²は、Ⅴへ向けた「緊張と指向性」を持つ和音である。そのためⅤへと解
決されなくても、単独でD機能を示すのである。

Patrik Boenkeは、リストにおける 4 - 6 の和音の語法について興味深い言及を残している。

　1850年代の他の作品では、本来ドミナントを準備したこれらの和声進行が、古い脈絡から切り
離され、和音定式として独立している様子を観察できる。この発展には、和音の重要性の決定的
な変化が伴う。以前は解決が必要だった 4 - 6 の和音は、構造的に目的和音に高められ、不安定
な4-6の和音配置は魅力的な響きの価値として意識的に受け入れられる（Boenke 2012, 167）。

彼が例として挙げる1850年代の作品は、あくまでⅠ²が強調されて用いられているものであり、本論
で言及した「無解決倚和音」とは異なるものである。その後リストの晩年作品ではⅠ²が独立した状態
で用いられるようになるが、Boenkeの言及するⅠ²の強調のみならず、本楽曲で見られた「無解決倚

【譜例6】《コンソレーション》初稿 LW-A111a／SH171a 第1番 第17-28小節25, 26
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【譜例 6】《コンソレーション》初稿 LW-A111a／SH171a 第 1 番 第 17-28 小節25 26 

 
 
3．終わりに 
本論では「限定進行音の自由な進行」と「無解決倚和音」について言及してきた。両者は一見関連

のないことのようであるが共通点がある。それはどちらも「緊張と指向性」があることである。「限定

進行音の自由な進行」によって生じる「和音構成音化」は、後続和音との連結において「付加構成音」

の限定進行という制約がなくなり、その「緊張と指向性」は解消又は持続したままとなる。また「無

解決倚和音」として生じるⅠ²は、Ⅴへ向けた「緊張と指向性」を持つ和音である。そのためⅤへと解

決されなくても、単独でD 機能を示すのである。 
Patrik Boenke は、リストにおける 4-6 の和音の語法について興味深い言及を残している。 

 
1850 年代の他の作品では、本来ドミナントを準備したこれらの和声進行が、古い脈絡から切り

離され、和音定式として独立している様子を観察できる。この発展には、和音の重要性の決定的

な変化が伴う。以前は解決が必要だった 4-6 の和音は、構造的に目的和音に高められ、不安定な

4-6 の和音配置は魅力的な響きの価値として意識的に受け入れられる（Boenke 2012, 167）。 
 
彼が例として挙げる 1850 年代の作品は、あくまでⅠ²が強調されて用いられているものであり、本

論で言及した「無解決倚和音」とは異なるものである。その後リストの晩年作品ではⅠ²が独立した状
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和音」として生じるⅠ²も、Ⅰ²を独立した状態で使用することの萌芽と言えるのではないだろうか。
また、本論文で取り上げた《コンソレーション》第 2 稿の第 1 番から、リストが「完全に安定・自

足した低音位」であるⅠ基本位置という明確なT機能を避ける傾向にあることが明らかとなった。
Boenkeはリストの晩年作品に関して「和音の基盤に基づく和音基本位置は回避され、代わりに響きが
不安定な 3 和音と 4 和音の転回型が優先される」（Boenke 2012, 273-274）ことを指摘している。さら
に、リストが意図的に和音の基本位置を避けていたことが、1881年 1 月にセザール・キュイ César Cui

（1835-1918）に宛てた手紙からも窺える。「私の老後は、可能な限り木靴のように見える基本的な低
音をはっきり示すことを避けている」27。これはリストの晩年に残されたものではあるが、この傾向は
既にリストの中期にあたるヴァイマール時代に見られていたと考えられる。そしてその後リストは、
和声において完全な安定性の明示を避けることを推し進めていったと言えるだろう。

このようにリストは様々な段階で、「不安定状態」に傾倒していることが窺える。現在筆者はリスト
の和声語法の変遷を研究しているが、この観点は研究を進めていく上で重要な観点となるだろう。こ
れらを手掛かりにさらに探究していきたい。

註

１ Ⅰ²のもう 1 つの用法として経過和音としての用法（島岡 1998, 367-368）があるが、本論では触れないこ

ととする。

2  島岡は解決しない「全長倚音」（島岡 1998, 444）のことを「無解決倚音（全長）」（同前, 460）と呼ぶ。「無

解決倚和音」という用語は、島岡のこのような考えに基づき、筆者が作成した用語である。

3  第 1 , 2 , 4 , 6 曲の自筆譜原稿の年代は、ヴァイマール大公妃マリア・パヴロヴナ Maria Pavlovna（1786-

1859）の主題に基づいた第 4 曲から、1848-1849年であると示唆されている。また、本曲集で最初に完成

した第 5 曲は、1844年 1 月 5 日にヴァイマール宮廷劇場を訪問した際に、ヴァイマール宮廷劇場の管理者

であるフェルディナンド・フォン・ツィーゲザーFerdinand von Ziegesar（1812-1854）に献呈されてい

ることから、1844年に作曲されたものであると考えられている（Kaczmarczyk 2014, XXXV）。

4  リストの未出版の書簡からの引用。「私はコンソレーション（これは、ついでに申し上げれば、完全に作

り変えた形で出版されるので、今あるものではプレート4枚が使えるかどうかといったところです。この

点については、寛大に御対応いただけますと幸いです。）を自分でライプツィヒに持っていきます。 1 月

2 日の夜には必ずそこに行きます」。“Die Consolations (welche par parenthèse in gänzlich umgestalteter 

Form erscheinen werden, so dass kaum 4 Platten von den jetz vorhandenen dienen können, ein für 

welches ich Ihre freundschaftliche Nachsicht in Anspruch nehme) [...] bringe ich Ihnen selbst nach 

Leipzig, wo ich bestimmt am 2ten Januar Abends eintreffen werde [...].” Berlin, Staatsbibliothek, 

Musiksammlung, Härtel n.270. ここでの引用は新全集（Kaczmarczyk 2014, XXXVIII. Fn73）より。

5  「経過音」、「刺繍音」、「倚音」、「掛留音」、「逸音」、「先取音」と分類することができ、譜例ではそれぞれ

「カ」（経過音）、「シ」（刺繍音）、「イ」（倚音）、「ケ」（掛留音）、「ツ」（逸音）、「セ」（先取音）と略記する。

6  転位音と同様、偶成和音も「経過和音」、「刺繍和音」、「倚和音」、「掛留和音」、「逸和音」と分類でき、譜
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例にはそれぞれ「カ和音」、「シ和音」、「イ和音」、「ケ和音」、「ツ和音」と表記する。

7  「陰翳」は、より広義な意味で捉えられている「陽転」に対応する原理として筆者自身によって定義した

ものである。これによって内部調の「色彩変化」をより明確にすることができるだろう。「陰翳」は、長

調に本来存在する「翳り」の表情を持った固有和音であるⅡ、Ⅲ、Ⅵ（短 3 和音）、Ⅶ（減 3 和音）及び

これらの固有和音調を指すものである。詳細に関しては（岸本 2021, 82-83）参照。

8  第 2 小節 2 拍目のアルト声部のE音が掛留音的に捉えられることから、E-Dur Ⅴ2
7の倚和音として生じる一

時的なⅡ₇と捉え、あえて偶成和音として表記を行っている。

9  ただしⅣ+₆→Ⅰの進行は「ほとんど常に」（島岡 1998, 155）基本位置で用いられる。

10 又は第 3 小節 4 拍目でGis音に進行しているとも捉えることができる。しかしこのFis音は第 3 小節 3 拍目

のE-Dur 第ｖ音内声保続を伴うⅠ¹への和音交換点でE音に進行しているため、E音へ下行していると捉え

るのが妥当だろう。

11 上述した通り、Ⅳ+₆→Ⅰの進行は「ほとんど常に」（島岡 1998, 155）基本位置で用いられる。そのため、

後述する「限定進行音の自由な進行」を踏まえると第 6 音とも取れるが、低音にFis音が置かれた第 2 小

節 2 拍目の和音はⅣ+₆ではなく、先述したD進行と同様、一時的に生じたⅡ₇と捉えるのが妥当であるだろ

う。「同形の和音」（島岡 1998, 155注）であるこれらの和音は、第 2 小節 4 拍目でⅣ+₆へ、つまりD₂和音が

S和音へと和音交替したと捉えられる。

12 又は、第 2 小節 2 拍目のアルト声部のE音は、第 4 小節 3 拍目のE-Dur Ⅴ₇に進行して初めてDis音へと解

決すると捉えることもできる。この場合、次に示すように、第 2 小節 2 拍目-第 3 小節の和音をE-Durの第

ｖ音が内声保続されたⅡ₇と捉えることができることから、D₂機能を拡張する意図が汲み取れる。Serge 

Gutは「H音の保続を使用すると、5 音が省略されたⅡ₇（Fis音-A音-Cis音-E音のCis音なし）があること

を認めなければならない」とし、「次の 2 つの和音は連続する省略記号を使用して同じ和音［Ⅱ₇］として

受け入れることができる」（Gut 1975, 186）と述べる。さらに「解決は第 3 小節 3 拍目の 6 の和音にある」

と述べていることから、上記した可能性と類似の解釈をしていることが窺える。しかしこれもあくまで可

能性の 1 つであり、これらの様々な解釈の決め手はない。

 【譜例Fn1】第1-4小節の別解釈

13 この浮遊感は脚註 8 で述べたⅡ₇というD₂和音に基づくものと捉えることもできる（島岡 1998, 498）。い

ずれにしても様々な表情を内包した進行であると言えるだろう。

14 第 8 小節 1 - 2 拍目のアルト声部に見られる 調 gis-Moll Ⅴ₇の第7音 Cis音も、その後ソプラノ声部に置

13 
 

                                                                                                                                                               
11 上述した通り、Ⅳ+₆→Ⅰの進行は「ほとんど常に」（島岡 1998, 155）基本位置で用いられる。そのため、後述する

「限定進行音の自由な進行」を踏まえると第 6 音ともとれるが、低音に Fis 音が置かれた第 2 小節 2 拍目の和音はⅣ+
₆ではなく、先述した D 進行と同様、一時的に生じたⅡ₇と捉えるのが妥当であるだろう。そして「同形の和音」（島岡 
1998, 155 注）であるこれらの和音は、第 2 小節 4 拍目でⅣ+₆へ、つまり D₂和音が S 和音へと和音交替したと捉えら

れる。 
12 又は、第 2 小節 2 拍目のアルト声部の E 音は、第 4 小節 3拍目の E-Dur Ⅴ₇に進行して初めて Dis 音へと解決す

ると捉えることもできる。この場合、次に示すように、第 2 小節 2 拍目-第 3 小節の和音を E-Dur
保続されたⅡ₇と捉えることで、D₂機能が拡張されていると言える。Serge Gut は「H音の保続を使用すると、5 音が

省略されたⅡ₇（Fis 音-A 音-Cis 音-E 音の Cis 音なし）があることを認めなければならない」とし、「次の 2 つの和音

は連続する省略記号を使用して同じ和音［Ⅱ₇］として受け入れることができる」（Gut 1975, 186）と述べる。さらに

「解決は第 3 小節 3 拍目の 6 の和音にある」と述べている通り、上記した可能性と類似の解釈をしていることが窺え

る。しかしこれもあくまで可能性の 1 つであり、これらの様々な解釈の決め手はない。 
【譜例 Fn1】第 1-4 小節の別解釈 

 
13 この浮遊感は脚註 8 で述べたⅡ₇という D₂和音による、「Ⅰのゆれ」による「T-S-T に近いカデンツ効果」に基づく

ものと捉えることもできる（島岡 1998, 360）。いずれにしても様々な表情を内包した進行であると言えるだろう。 
14 第 8 小節 1-2 拍目のアルト声部に見られる  gis-Moll Ⅴ₇の第 7 音 Cis 音も、その後ソプラノ声部に置きかえら

れたと捉えるべきだろう。この置きかえは、後述する第 10 小節及び第 12  gis-
Moll Ⅴ₇の第 7 音 Cis 音、第 14  G-Dur Ⅴ₇の第 7 音 C 音、第 20 小節のテノー

ル声部に見られる E-Dur Ⅴ₇の第 7 音 A 音も同様である。 
15 Elisabeth Katharina Pütz は主調 E-Dur へと戻る過程に対して、「リストは G-Dur のサブドミナント C-Dur をド

ミナント化することにより、16 小節で再び E-Dur に戻る。その結果、B 音の代わりに Ais 音と記された C-Dur の 7
の和音は、E-Dur の半音上げられたⅣの増 5-6 の和音になる。」（Pütz 2016, 153）と言及している。ここで彼女は

「C-Dur をドミナント化する」と言及していることから、第 16 小節を一時的に F-Dur の脈絡で捉えていることが分

かる。また、第 16 小節 4 拍目弱拍には、確かに彼女の指摘する異名同音的転義（F-Dur Ⅴ₇= E-Dur 9
2
）が成立し

ているが、何の脈絡もなく F-Dur で捉えるのは妥当ではないと言えるだろう。 
16 「無解決倚和音」の見解を取り入れると、第 9 小節、第 11 小節、第 13 小節、第 15 小節の和声進行も、【譜例

Fn2】に示す通り、微視的なレベルでの「無解決倚和音」と捉えることができる。もしくは第 4 拍目に示される各調

のⅠ¹に対するオルタネートからの開始と考えることもできるだろう。しかし第 13 小節以外、先行和音として D₂和音

が置かれていないために明確な決め手はなく、どの解釈も同一に生じていると言える。これらは「解釈（分析レベ

ル）のいかん」（島岡 1998, 493）の差異であるため、最終的にどの解釈を採用するかは演奏者に委ねられる。 
【譜例 Fn2】第 9-16 小節の別解釈 
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きかえられたと捉えるべきだろう。この置きかえは、後述する第10小節及び第12小節のテノール声部に見

られる 調 gis-Moll Ⅴ₇の第7音 Cis音、第14小節のテノール声部に見られる◦ 調 G-Dur Ⅴ₇の第 7 音 C

音、第20小節のテノール声部に見られるE-Dur Ⅴ₇の第 7 音 A音でも同様に行われる。

15 Elisabeth Katharina Pützは主調 E-Durへと戻る過程に対して、「リストはG-Durのサブドミナント C-Dur

をドミナント化することにより、16小節で再びE-Durに戻る。その結果、B音の代わりにAis音と記された

C-Durの 7 の和音は、E-Durの半音上げられたⅣの増5-6の和音になる。」（Pütz 2016, 153）と言及している。

ここで彼女は「C-Durをドミナント化する」と言及していることから、第16小節を一時的にF-Durの脈絡

で捉えていることが分かる。また、第16小節 4 拍目弱拍には、確かに彼女の指摘する異名同音的転義（F-Dur 

Ⅴ₇= E-Dur ◦ 2
9）が成立しているが、何の脈絡もなくF-Durで捉えるのは妥当ではないと言えるだろう。

16 「無解決倚和音」の見解を取り入れると、第 9 小節、第11小節、第13小節、第15小節の和声進行も、【譜例

Fn2】に示す通り、微視的なレベルでの「無解決倚和音」と捉えることができる。もしくはこれらを第 4

拍目に示される各調のⅠ¹に対するオルタネートからの開始と考えることもできるだろう。しかし第13小

節以外、先行和音としてD₂和音が置かれていないために明確な決め手はなく、どの解釈の可能性も同一に

生じていると言える。これらは「解釈（分析レベル）のいかん」（島岡 1998, 493）の差異であるため、最

終的にどの解釈を採用するかは演奏者に委ねられる。

 【譜例Fn2】第9-16小節の別解釈

17 Pützは次のように主張している。「第17小節では 4 - 6 の掛留を伴ったE-Durのドミナントが 1 拍目にあた

かも鳴り響くようだ。ただしこれは解決されない。したがって、次のような推測が容易にできる（そして

聞いた印象もそれを裏付ける）。つまりここで、ドミナントの 4 - 6 の掛留が意図されているのではなく、

実際にはE-Durのトニックであり、最初に 4 - 6 の和音として現れているだけで、第17小節の経過でトニッ

クの 6 の和音に導かれると想定される。さらに、第17小節では 5 小節以降の開始主題が繰り返されてお

り、 1 拍目にE-Durがあるという命題を強調している。つまりそこではE-Durが主和音と安定した響きと

して表示され、聞き手はそれを覚えて、第17小節の和音に関連付ける」（Pütz 2016, 153-154）。

18 「架空のD音」と記した第13小節 1 拍目のD音は、本来は 4 分休符である（【譜例 4 】分割譜第13小節参照）。

そのため、ここでは（　）を用いて記している。

19 このE-Dur Ⅳ+₆→Ⅰ¹という進行においても、これまでと同様、 2 度上方限定進行音である第 6 音が自由

な進行をしていることは押さえておきたい。

13 
 

                                                                                                                                                               
11 上述した通り、Ⅳ+₆→Ⅰの進行は「ほとんど常に」（島岡 1998, 155）基本位置で用いられる。そのため、後述する

「限定進行音の自由な進行」を踏まえると第 6 音ともとれるが、低音に Fis 音が置かれた第 2 小節 2 拍目の和音はⅣ+
₆ではなく、先述した D 進行と同様、一時的に生じたⅡ₇と捉えるのが妥当であるだろう。そして「同形の和音」（島岡 
1998, 155 注）であるこれらの和音は、第 2 小節 4 拍目でⅣ+₆へ、つまり D₂和音が S 和音へと和音交替したと捉えら

れる。 
12 又は、第 2 小節 2 拍目のアルト声部の E 音は、第 4 小節 3拍目の E-Dur Ⅴ₇に進行して初めて Dis 音へと解決す

ると捉えることもできる。この場合、次に示すように、第 2 小節 2 拍目-第 3 小節の和音を E-Dur
保続されたⅡ₇と捉えることで、D₂機能が拡張されていると言える。Serge Gut は「H音の保続を使用すると、5 音が

省略されたⅡ₇（Fis 音-A 音-Cis 音-E 音の Cis 音なし）があることを認めなければならない」とし、「次の 2 つの和音

は連続する省略記号を使用して同じ和音［Ⅱ₇］として受け入れることができる」（Gut 1975, 186）と述べる。さらに

「解決は第 3 小節 3 拍目の 6 の和音にある」と述べている通り、上記した可能性と類似の解釈をしていることが窺え

る。しかしこれもあくまで可能性の 1 つであり、これらの様々な解釈の決め手はない。 
【譜例 Fn1】第 1-4 小節の別解釈 

 
13 この浮遊感は脚註 8 で述べたⅡ₇という D₂和音による、「Ⅰのゆれ」による「T-S-T に近いカデンツ効果」に基づく

ものと捉えることもできる（島岡 1998, 360）。いずれにしても様々な表情を内包した進行であると言えるだろう。 
14 第 8 小節 1-2 拍目のアルト声部に見られる  gis-Moll Ⅴ₇の第 7 音 Cis 音も、その後ソプラノ声部に置きかえら

れたと捉えるべきだろう。この置きかえは、後述する第 10 小節及び第 12  gis-
Moll Ⅴ₇の第 7 音 Cis 音、第 14  G-Dur Ⅴ₇の第 7 音 C 音、第 20 小節のテノー

ル声部に見られる E-Dur Ⅴ₇の第 7 音 A 音も同様である。 
15 Elisabeth Katharina Pütz は主調 E-Dur へと戻る過程に対して、「リストは G-Dur のサブドミナント C-Dur をド

ミナント化することにより、16 小節で再び E-Dur に戻る。その結果、B 音の代わりに Ais 音と記された C-Dur の 7
の和音は、E-Dur の半音上げられたⅣの増 5-6 の和音になる。」（Pütz 2016, 153）と言及している。ここで彼女は

「C-Dur をドミナント化する」と言及していることから、第 16 小節を一時的に F-Dur の脈絡で捉えていることが分

かる。また、第 16 小節 4 拍目弱拍には、確かに彼女の指摘する異名同音的転義（F-Dur Ⅴ₇= E-Dur 9
2
）が成立し

ているが、何の脈絡もなく F-Dur で捉えるのは妥当ではないと言えるだろう。 
16 「無解決倚和音」の見解を取り入れると、第 9 小節、第 11 小節、第 13 小節、第 15 小節の和声進行も、【譜例

Fn2】に示す通り、微視的なレベルでの「無解決倚和音」と捉えることができる。もしくは第 4 拍目に示される各調

のⅠ¹に対するオルタネートからの開始と考えることもできるだろう。しかし第 13 小節以外、先行和音として D₂和音

が置かれていないために明確な決め手はなく、どの解釈も同一に生じていると言える。これらは「解釈（分析レベ

ル）のいかん」（島岡 1998, 493）の差異であるため、最終的にどの解釈を採用するかは演奏者に委ねられる。 
【譜例 Fn2】第 9-16 小節の別解釈 

 



－201－

20 代理終止は、《平均律クラヴィーア曲集》第Ⅰ巻 第 1 番 BWV846の前奏曲（第32小節）、第 2 番 BWV847

の前奏曲（第34小節）をはじめとするJ. S. バッハの多くの作品、《ピアノ・ソナタ》第 1 番 Op. 2-1 第 1

楽章（第146小節）をはじめとするL. v. ベートーヴェンの作品等、多くの作曲家の作品に見られる。さら

に、 諸和音の使用については無数の例が挙げられる。

21 「ⅣはⅡ₇の根音省略形体」と見なされるため、D₂和音としても捉えることができる（島岡 1998, 47注 1 ）。

22 ここでは全体構造を明確化することを目的としているため、詳細な和声分析を記載していない。各部分の

詳細な和声分析については前記した各譜例を参照のこと。

23 この「協和和音」という言葉は「和声的
4 4 4

な意味での協和・不協和」、つまり「構造上の安定・不安定」を

意味するものであり、「音響上の協和・不協和（倍音との一致・不一致）」とは異なるものを指している

（島岡 1998, 448脚注）。

24 《巡礼の年》第1年「スイス」LW-159／S160 第6曲〈オーベルマンの谷〉では当該小節の 1 拍目に各調の 
2
9が、《 2 つのポロネーズ》LW-A171／SH223第 2 番では第 2 小節 3 拍目-第 3 小節 2 拍目に主調 E-Dur

の 1
7というD₂和音が置かれている。

25 第18小節 3 拍目のソプラノ声部に見られるCis音は機能和声の観点から鑑みるとC音の間違いであると考

えられる。新全集は、「彫版師用の写しとしても機能した、リストによって修正されたマニュスクリプト」

（Kaczmarczyk 2014, 141）を底本に、自筆譜との比較を行うことで校訂を行っている。このマニュスクリ

プトは、自筆譜のいくつかの臨時記号のミスを、写譜師が訂正したものである。新全集の「校訂報告で

は、写譜から欠落している臨時記号といくつかの曖昧な場合のみを説明して」おり、写譜師のミスをリス

トが見逃したと示唆される時は自筆譜に従っているようである（ibid., 141）。このことから説明のない第

18小節は、自筆譜とマニュスクリプトのどちらもCis音と書かれていたことが窺える。そのためおそらく

リストのミス、あるいは♮の見間違いであると思われる。現存するリストのピアノ作品を全曲録音した

Leslie Howardも、この部分をC音と演奏していることからも、やはり機能和声的にはC音と考えるのが妥

当であろう（Howard 2011, Disc26-3）。このことから本譜例では♯の部分に（　）を補っている。

26 Ⅵは本来D₃機能もしくはT機能と見なされる和音である（島岡 1998, 453）。しかし第22小節 3 - 4 拍目に

見られる◦Ⅵの和音は、◦ 2
9（導音欠如）というD₂機能とも見なし得る和音である（岸本 2021, 76）。そ

のため、ここでは後続和音への進行も鑑みて、あえてD₂機能と記している。

27 “dans mes vieux jours, j’évite autant que possible d’accuser la basse fondamentale qui souvent me paraît 

.... un sabot.” Franz Liszts Briefe, Gesammelt und herausgegeben von La Mara, Achter Band: 1823-

1886 , Neue Folge zu Band I und II, Leipzig: Breitkopf&Härtel, 1905, Brief 393, pp. 379.
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